
３ 平成 28 年 2 月 15 日　広報ふっさ　No.945 市役所の代表電話番号は 

1 月の横田基地飛行回数   

測定場所
熊川1571番地先誘導灯付近 福生市役所屋上

飛行回数 前年同月比 飛行回数 前年同月比

飛行回数 1,292 22 388 69

昼間(午前7時～午後7時) 957 -28 204 -14

夕刻(午後7時～午後10時) 328 48 181 80

夜間(午後10時～午前7時) 7 2 3 3

最高音圧レベル（デシベル) 117 0 90 -10

時間帯補正等価騒音レベ
ル(デシベル) 68 2 52 1

【問合せ】
環境課環境係

福
生
市
ま
ち
づ
く
り
に
資
す
る

寄
附
金
（
ふ
る
さ
と
納
税
）

　

１
月
１
日
か
ら
31
日
ま
で
の

間
に
匿
名
で
１
名
の
方
か
ら

３
万
円
の
ご
寄
附
を
い
た
だ
き

ま
し
た
。
寄
附
金
は
、
寄
附
者

の
ご
希
望
等
に
応
じ
、
有
効
に

活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
平
成
27
年
度
累
計
34
件
・

331
万
７
，
４
６
３
円
）

【
問
合
せ
】
契
約
管
財
課
管
財

係
☎
551
・

１
５
３
５

【市民標準葬儀取扱業者一覧】
事業所名 所在地 電話番号

愛和セレモニー 熊川 888 042･530･8686
㈲島田屋 本町 134 042･551･0226
㈲西武葬祭 熊川 761-4 042･551･2547
㈱セレモア 熊川 1311 042･551･1191
セレモニーホール福生 加美平 1-19-5 042･553･8200
ファミリアホール創友社 福生 1983-40 0120･595･102
㈱多摩祭典 福生 2350 042･551･8200
ＪＡにしたま葬祭センター 瑞穂町長岡 1-62-6 0120･042･706
播磨屋典礼㈱ 熊川 1348-2 042･530･6969
そうしんフレールホール福生 南田園 2-15-3 042･530･4544
㈱クオーレ福生営業所 武蔵野台 2-31-3-305 042･520･7600
㈱セレサポート 武蔵野台 2-25-5-105 042･513･0090

　市では下表の葬儀業者と協定を結んでいます。

【利用対象】①市内在住の方が亡くなったとき②市内在

住の方が市内または近隣（立川市・昭島市・武蔵村山市・

羽村市・あきる野市・瑞穂町）で葬儀を行うとき

【利用方法】直接、取扱業者に申し込んでください。

【問合せ】総合窓口課☎ 551･1595

ご存じですか　市民標準葬儀

　

　

　

　地域資源である多摩川上・中流の

4 つの堰
せき

を中継地とした、カヌー駅

伝大会を開催します。1 チーム 4 人

で 30 チームが参加予定です。

　開会式会場・表彰式会場では、「堰

の歴史クイズラリー」も開催し、先

着 100 人には参加賞もあります。

　観覧自由ですので、ぜひ応援にお

越しください！

【開催日時】3 月 5 日㈯
〈開会式〉午前 10 時～（青梅市・釜

の淵公園）〈表彰式〉午後 1 時 30 分

～（昭島市・くじら運動公園）

【コース】青梅市・釜の淵公園→小作

取水堰→羽村取水堰→昭和用水堰→

日野用水堰→ゴール：昭島市・くじ

ら運動公園

※本事業は東京都の「地域資源発掘

型実証プログラム事業」の取り組み

の一環で実施しています。

【運営主体】多摩川流域の魅力再発見

事業連絡協議会

【問合せ】多摩川流域の魅力再発見事

業連絡協議会事務局（株式会社ＪＴ

Ｂコーポレートセールス法人営業東

京多摩支店内）☎ 521・5551

※午前9時30分～午後5時30分（土・

日・祝日を除く）

ふ
っ
さ
桜
ま
つ
り
民
踊
パ
レ
ー

ド
参
加
団
体
募
集
！

　

桜
ま
つ
り
を
華

や
か
に
彩
る
民
踊

パ
レ
ー
ド
。
満
開

の
桜
の
下
で
優
雅

な
舞
を
披
露
し
ま
せ
ん
か
。

【
日
時
】
4
月
3
日
㈰
午
後
2

時
～
3
時
30
分
※
雨
天
中
止

【
対
象
】
市
内
の
団
体

【
コ
ー
ス
】
Ｊ
Ｒ
五
日
市
線
鉄

橋
か
ら
睦
橋
ま
で
の
堤
防
沿
い

【
曲
目
】
福
生
音
頭
、
さ
く
ら

音
頭
、
交
通
安
全
音
頭

【
申
込
方
法
】
2
月
26
日
㈮
ま

で
に
申
込
書
（
実
行
委
員
会
事

務
局
で
配
布
）
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
、
ふ
っ
さ
桜
ま
つ

り
実
行
委
員
会
事
務
局
（
市
役

所
第
二
棟
2
階
シ
テ
ィ
セ
ー
ル

国
保
だ
よ
り

◆
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
関

す
る
お
知
ら
せ
を
発
送
し
ま
す

　

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
（
後

発
医
薬
品
）
と
は
、

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）

の
特
許
期
間
満
了
後

に
同
等
の
品
質
で
製
造
販
売
さ

れ
る
低
価
格
の
薬
で
す
。

高
額
医
療
・

高
額
介
護
合
算
療

養
費
制
度
の
申
請
は
お
済
み
で

す
か
？

　

後
期
高
齢
者
医
療

制
度
と
介
護
保
険
制

度
の
両
方
を
利
用
し

て
い
る
世
帯
で
、
1
年
間
の
自

己
負
担
額
の
合
計
が
世
帯
単
位

の
自
己
負
担
限
度
額
（
下
表
）

を
超
え
た
と
き
は
、
申
請
に
よ

り
超
え
た
額
が
医
療
保
険
と
介

護
保
険
の
そ
れ
ぞ
れ
の
制
度
か

ら
払
い
戻
さ
れ
ま
す
。

　

対
象
と
な
る
方
に
は
、
東
京

都
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

か
ら
勧
奨
通
知
が
送
付
さ
れ
ま

す
の
で
、
通
知
が
届
き
ま
し
た

ら
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
で
の
申
請
は
、
同
封
の

返
信
用
封
筒
に
切
手
を
貼
っ
て

申
請
書
を
入
れ
て
お
送
り
く
だ

さ
い
。

【
対
象
と
な
る
期
間
】
平
成
26

年
金
だ
よ
り

◆
国
民
年
金
は
こ
ん
な
と
き
に

届
出
が
必
要
で
す

　

国
民
年
金
は
、
日
本
に
住
む

20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
す
べ
て

の
方
が
加
入
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。
届
出
は
加
入
時
だ
け
で

は
な
く
、
被
保
険
者
種
別
が
変

わ
っ
た
時
に
も
必
要
で
す
。

【
届
出
が
必
要
な
と
き
（
例
）】

〈
20
歳
に
な
っ
た
時
〉
国
民
年

金
に
加
入
し
、
第
一
号
被
保
険

者
に
な
る
（
厚
生
年
金
等
の
加

入
者
を
除
く
）

〈
会
社
を
退
職
し
た
時
〉

第
二
号
被
保
険
者
か
ら

第
一
号
被
保
険
者
に

変
更
す
る
（
扶
養
さ

れ
て
い
た
配
偶
者
も
同
時
に
、

第
三
号
被
保
険
者
か
ら
第
一
号

被
保
険
者
に
変
更
す
る
）

〈
配
偶
者
の
扶
養
か
ら
外
れ
た

時
〉
第
三
号
被
保
険
者
か
ら
第

一
号
被
保
険
者
に
変
更
す
る

　

手
続
き
を
す
る
場
合
は
、
市

役
所
1
階
5
番
保
険
年
金
課
窓

口
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

◆
国
民
年
金
の
付
加
保
険
料
に

つ
い
て

　

第
一
号
被
保
険
者
・

任
意
加

入
被
保
険
者
の
方
は
、
月
々
の

定
額
保
険
料
と
あ
わ
せ
て
付
加

２
月
の
納
税
の
お
知
ら
せ

　

２
月
は
固
定
資
産
税
・

都
市

計
画
税
（
第
４
期
）、
国
民
健

康
保
険
税
（
第
８
期
）、
介
護

保
険
料
（
第
８
期
）、
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
（
第
８
期
）

の
納
期
で
す
。
納
期
限
は
２
月

29
日
㈪
で
す
の
で
、
お
忘
れ
の

な
い
よ
う
ご
納
付
く
だ
さ
い
。

　

口
座
振
替
は
２
月
29
日
㈪
の

予
定
で
す
。
残
高
不
足
に
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
納
期
を
過
ぎ
る
と
延
滞
金
が

保
険
料
（
月
額
400
円
）
を
納
付

す
る
こ
と
で
、
老
齢
基
礎
年
金

に
付
加
年
金
が
加
算
さ
れ
ま

す
。

　

付
加
年
金
の
年
金
額
（
年
間

の
受
取
り
金
額
）
は
、
200
円
×

付
加
保
険
料
納
付
月
数
で
す
。

〈
例
…
付
加
保
険
料
を
10
年
間

（
120
月
）
納
付
し
た
場
合
〉

・

納
付
額
＝
400
円
×
120
月
＝

４
８
，
０
０
０
円

・

年
間
受
給
額
＝
200
円
×
120
月

＝
２
４
，
０
０
０
円

　

こ
の
場
合
、
毎
年
２
４
，

０
０
０
円
の
付
加
年
金
が
老
齢

基
礎
年
金
に
上
乗
せ
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

【
ご
注
意
】
保
険
料
納
付
の
法

定
免
除
や
申
請
免
除
（
全
額
免

除
・

一
部
免
除
）、
若
年
者
納

付
猶
予
制
度
、
学
生
納
付
特
例

の
承
認
を
受
け
て
い
る
方
、
国

民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
付
す
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
７
０
、
青

梅
年
金
事
務
所
☎
０
４
２
８
・

30
・

３
４
１
０

年
8
月
1
日
か
ら
平
成
27
年
7

月
31
日
ま
で
の
1
年
間

【
支
給
申
請
等
受
付
場
所
】
平

成
27
年
7
月
31
日
に
お
住
ま
い

だ
っ
た
区
市
町
村
の
後
期
高
齢

者
医
療
担
当
窓
口

【
申
請
時
に
必
要
な
物
】
申
請

書
、
印
鑑
、
振
込
先
の
口
座
番

号
が
分
か
る
も
の
、
身
分
を
確

認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許

証
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
介
護
保
険

ま
た
は
後
期
高
齢
の
被
保
険
者

証
等
）
個
人
番
号
の
分
か
る
も

の
（
通
知
カ
ー
ド
等
）

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
後
期

高
齢
医
療
係
☎
551
・

１
７
６
７
、

介
護
福
祉
課
介
護
保
険
係 

☎
551
・

１
７
６
４

都
立
多
摩
職
業
能
力
開
発
セ
ン

タ
ー
４
月
入
校
生
募
集

　

手
に
職
を
つ
け
て
、
就
職
に

役
立
て
ま
せ
ん
か
。

【
募
集
期
間
】
２
月
25
日
㈭
～

３
月
９
日
㈬

【
職
種
】
電
気
、
機
械
、
介
護
、

建
築
、
塗
装

【
問
合
せ
】
都
立
多
摩
職
業
能

力
開
発
セ
ン
タ
ー
☎
０
４
２
・

500
・

８
７
０
０

▼世帯単位の自己負担限度額 (年額：8月～翌 7月）

後期高齢者医療制度＋介護保険

負担割合 負担区分 限度額（年額）

3割負担 現役並み所得 67 万円

1割負担

一般 56 万円

住民税

非課税等

区分Ⅱ 31 万円

区分Ⅰ 19 万円

課
さ
れ
ま
す
。

【
問
合
せ
】
収
納
課
☎
551
・

１
５
７
８

ス
推
進
課
）
へ
。

▼
参
加
団
体
説
明
会

【
日
時
・

場
所
】
3
月
4
日
㈮

午
後
6
時
・

福
祉
セ
ン
タ
ー
地

下
1
階
研
修
室

【
問
合
せ
】
ふ
っ
さ
桜
ま
つ
り

実
行
委
員
会
事
務
局
（
シ
テ
ィ

セ
ー
ル
ス
推
進
課
）
☎
551
・

１
７
４
０

多摩川カヌー駅伝大会

　

現
在
服
用
し
て
い
る
新
薬
か

ら
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
場
合
、
薬
代
の
自
己

負
担
額
が
ど
の
く
ら
い
軽
減
で

き
る
か
試
算
し
た
通
知
を
、
設

定
条
件
に
該
当
し
た
方
を
対
象

に
２
月
下
旬
に
発
送
し
ま
す
。

薬
の
切
替
え
の
参
考
と
し
て
ご

活
用
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
保
険
年
金
課
保
険

年
金
係
☎
551
・

１
６
４
０

納税は　納期内で　元気な福生

災
害
等
の
非
常
時
は
福
生
市
防
災
ブ
ロ
グ(http://blogs.yahoo.co.jp/fussacityhall)

か
ら
も
情
報
を
提
供
し
ま
す
。


